
山口市グループタクシー利用促進事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この事業は、公共交通の利用が不便な地域の交通弱者が、山口市内に事業所をお

く一般乗用旅客自動車運送事業を営む者（以下「事業者」という。）のタクシーを共同

して利用する場合、グループタクシー利用券（以下「利用券」という。）を交付するこ

とにより、日常生活の利便性向上と社会活動の拡大を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象者は、次の条件を全て満たす４人以上のグループとする。ただし、

止むを得ない事情により、４人に満たない場合には、この限りでない。 

（１）自宅から最寄りの駅、バス停、コミュニティタクシーの停留所、フリー乗降区間に

ついては運行ルート（以下「公共交通機関」という。）までの距離が１．０ｋｍ（当該

年度の年度末において満７５歳以上の者にあっては７００ｍ）以上ある者 

   ただし、地理的条件を考慮して市が交通不便地域と判断した場合は、この限りでは

ない。 

（２）当該年度の年度末において満６５歳以上の者 

（３）山口市福祉タクシー利用券を受給していない者 

（４）山口市おでかけサポートタクシー利用券を受給していない者 

（交付の申請） 

第３条 利用券の交付を受けようとするグループの代表者又は利用者は、利用券の交付を

受けようとするときは、「山口市グループタクシー利用券申請書兼受領書」（別記第１号

様式）（以下「申請書」という。）により、市長に対し申請するものとする。 

（交付） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったとき、その内容を審査し対象者としての

資格を有する者と認めたときは、代表者にグループ内の対象者分もあわせて利用券を交

付する。 

２ 市長は、次のとおり、対象者の自宅から最寄りの公共交通機関までの距離に応じて、

利用券１枚における金額を決定し、対象者に交付する。 

（１）１．０ｋｍ（当該年度の年度末において満７５歳以上の者にあっては７００ｍ）以

上１．５ｋｍ未満 ３００円 

（２）１．５ｋｍ以上４．０ｋｍ未満 ５００円 

（３）４．０ｋｍ以上        ７００円 

（交付枚数） 

第５条 利用券の交付枚数は、１人につき６０枚とする。 

（利用券の使用） 

第６条 利用券の交付を受けた対象者は、市長と契約する事業者、又は市長と契約する組



合等に属する事業者が運行するタクシーを利用する際に、利用券を使用することができ

る。 

（利用券の使用可能枚数） 

第７条 利用券の交付を受けた対象者は、１回の乗車につき１枚の利用券を事業者に提出

することができる。利用券の提出を受けた事業者は、１枚につき利用券に表示された金

額を減額した金額を対象者に請求し、対象者はこれを支払う。 

２ 事業者、又は事業者の属する組合等は、前項の規定により減額した額に相当する金額

を、市長に請求することができる。 

（利用期間） 

第８条 利用券の利用期間は、各年度の４月１日から３月３１日までとする。 

（返還） 

第９条 次に掲げる事象が生じた場合、対象者は未使用の利用券を市長に返還しなければ

ならない。 

（１）第２条に規定する条件を満たさなくなったとき 

（２）第３条に規定する申請事項に虚偽が発覚したとき 

（利用券の継続交付） 

第１０条 前条の規定により利用券の交付を受けたグループの代表者又は利用者から、次

年度においても利用券の交付を受けることを希望する旨の申し出があった場合におい

て、市長は利用券の交付に係る当初の申請内容に変更がないと認めるときは、第３条の

規定にかかわらず当該グループの代表者又は利用者に対し、利用券を交付することがで

きる。 

（譲渡の禁止） 

第１１条 利用券の交付を受けた対象者は、その利用券を他人に譲渡してはならない。 

（再交付） 

第１２条 利用券の再交付は、原則行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、未使用分の利用券を再交付するものとする。 

（１） 汚損、破損等により使用が困難と認められる場合 

（２） 災害、盗難等により滅失又は紛失した場合 

（３） その他市長がやむを得ないと認めた場合 

２ 利用券の再交付を受けようとする者は、「山口市グループタクシー利用券再交付申請

書」（別記第２号様式）により、市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、再交付の必要を認めた者につ

いて、利用券を交付する。 

（不正利得の返還） 

第１３条 市長は、偽りその他不正な手段により本要綱により利用券の交付を受けた者が

あるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。 



（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年９月５日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 新要綱第３条の規定による交付の申請、新要綱第４条の規定による交付その他の準備

行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年９月４日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 新要綱第３条の規定による交付の申請、新要綱第４条の規定による交付その他の準備

行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 新要綱第３条の規定による交付の申請、新要綱第４条の規定による交付その他の準備

行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 新要綱第３条の規定による交付の申請、新要綱第４条の規定による交付その他の準備

行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（準備行為） 



２ 新要綱第３条の規定による交付の申請、新要綱第４条の規定による交付その他の準備

行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 新要綱第３条の規定による交付の申請、新要綱第４条の規定による交付その他の準備

行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 新要綱第３条の規定による交付の申請、新要綱第４条の規定による交付その他の準備

行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交通政策課 

第１号様式（第３条関係）                               年   月   日 

 

山口市グループタクシー利用券申請書兼受領書 
山口市長 様 

 下記のとおり、利用規定を遵守の上、タクシーを利用しますので、山口市グループタクシー利用促進事業の利用券を

申請します。また、グループを代表して受領します。 

【申請者（代表者）】 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

住 所 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

電話（    －    －     ） 

本事業のアンケート・ヒアリ
ング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけサ
ポートタクシー券受給状況
の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

注 代表者の方で利用券の交付を希望される場合は、上記の「最寄の駅又はバス停名」及び「自宅からの距離」を記入してください。 

 

私達は、上記代表者にタクシー利用券の受領を委任します。また、利用する際は、利用規定を遵守します。 

【利用者】 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

住 所 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

電話（    －    －     ） 

本事業のアンケート・ヒアリ
ング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけサ
ポートタクシー券受給状況
の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

 

住 所 

 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

電話（    －    －     ） 

本事業のアンケート・ヒアリ
ング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけサ
ポートタクシー券受給状況
の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

 

住 所 

 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

電話（    －    －     ） 

本事業のアンケート・ヒアリ
ング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけサ
ポートタクシー券受給状況
の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

注 申請者（代表者）及び利用者の方が氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。  



（継ぎ紙） 

 

私達は、代表者にタクシー利用券の受領を委任します。また、利用する際は、利用規定を遵守します。 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

 

住 所 

 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

 

電話（    －    －     ） 

 

本事業のアンケート・ヒア
リング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけ
サポートタクシー券受給状
況の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

 

住 所 

 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

 

電話（    －    －     ） 

 

本事業のアンケート・ヒア
リング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけ
サポートタクシー券受給状
況の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

 

住 所 

 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

 

電話（    －    －     ） 

 

本事業のアンケート・ヒア
リング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけ
サポートタクシー券受給状
況の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

（ふりがな） 

氏 名 

（                  ） 

 

㊞ 
生年月日 

明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

 

住 所 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

 

電話（    －    －     ） 

 

本事業のアンケート・ヒア
リング調査への協力 同意します 

次年度における利用券の 
継続交付 希望します 

福祉タクシー券、おでかけ
サポートタクシー券受給状
況の市福祉部局への確認 

同意します 

最寄の駅又
はバス停名 

 

 
自宅からの距離 km 

注 申請者（代表者）及び利用者の方が氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。  

 

 



交通政策課 

第２号様式（第１１条関係）                      申請日      年   月   日 

 

      山口市グループタクシー利用券再交付申請書 

 

 

山口市長 様 

 

次の理由により、山口市グループタクシー利用券の未使用分の再交付を申請します。 

  

１． 汚損、破損等により使用が困難であるため 

 

２． 災害、盗難等により滅失又は紛失したため 

 

３． その他（                           ） 

 

  また、申請後に上記理由により紛失したグループタクシー利用券が見つかった場合、これを直ちに返却致します。 

 

申請者 

住所 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

電話（    －    －     ） 

（ふりがな） 

氏 名 

（                              ） 

 

㊞ 

 

生年月日 
明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

利用者 

（※申請者と

同一の場合は

記入不要） 

住所 

 

〒    － 
 

山口市 

 

町内会名（             ） 

電話（    －    －     ） 

（ふりがな） 

氏 名 

（                              ） 

 

㊞ 

                         

生年月日 
明治 大正 

昭和 

年   月   日 

（          歳） 

注 申請者（代表者）及び利用者の方が氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。 

 


